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4 2021（令和3年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月12日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 4月30日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 4月30日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 4月30日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）
� 4月30日

　商品の値札やチラシ等において、消費税相
当額を含む支払総額を一目で分かるようにす
る「総額表示」が4月から必要となりました。
ただし、適切に表示された税込価格と合わせ
て税抜価格を併記することは認められます。
なお、事業者間取引の価格表記や見積書等は
原則、総額表示の対象外とされています。

ワンポイント 消費税の総額表示が必要に

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日

日 月 火 水 木 金 土

さくら
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18	

25	

	・	
	 5	

12	
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26	

	・	
	 6	

13	
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27	

	・	
	 7	

14	

21	

28	

	1	

	8	

15	

22	

29	

	2	

	9	

16	

23	

30	

	3	

10	

17	

24	

	・



4 月号─2

　

会
社
が
役
員
や
従
業
員
に
支
給
す

る
金
品
は
原
則
と
し
て
給
与
課
税
さ

れ
ま
す
が
、
例
外
と
し
て
、
非
課
税

と
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、

以
下
、
整
理
し
て
み
ま
す
。

1　
通
勤
手
当

　

役
員
や
従
業
員
に
通
常
の
給
与
に

加
算
し
て
支
給
す
る
通
勤
手
当
や
通

勤
定
期
券
な
ど
は
、
一
定
の
限
度
額

ま
で
非
課
税
と
さ
れ
（
下
表
参
照
）、

超
え
る
部
分
は
給
与
と
し
て
課
税
さ

れ
ま
す
。

　

非
課
税
と
な
る
限
度
額
は
、
通
勤

の
た
め
の
運
賃
・
時
間
・
距
離
等
の

事
情
に
照
ら
し
て
、
最
も
経
済
的
か

つ
合
理
的
な
経
路
及
び
方
法
で
通
勤

し
た
場
合
の
通
勤
定
期
券
な
ど
の
金

額
で
す
。

２　
旅
費

　

勤
務
す
る
場
所
を
離
れ
て
職
務
を

行
う
た
め
の
旅
行
等
で
、
そ
の
旅
行

に
必
要
な
運
賃
、
宿
泊
料
、
移
転
料

等
の
支
出
に
充
て
る
た
め
に
支
給
す

る
金
品
の
う
ち
、
そ
の
旅
行
に
つ
い

て
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
非
課
税
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

具
体
的
に
は
、①
そ
の
支
給
額
が
、

そ
の
支
給
を
す
る
使
用
者
等
の
役
員

及
び
使
用
人
の
全
て
を
通
じ
て
適
正

な
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
て
い
る
基
準

に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
、
②
そ
の
支
給
額
が
、
そ

の
支
給
を
す
る
使
用
者
等
と
同
業

種
、
同
規
模
の
他
の
使
用
者
等
が
一

般
的
に
支
給
し
て
い
る
金
額
に
照
ら

し
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
で
判
断
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

３　
宿
直
・
日
直
料

　

正
規
の
勤
務
時
間
外
に
お
い
て
宿

直
や
日
直
に
つ
い
て
支
給
す
る
金
額

に
つ
い
て
は
、
給
与
等
と
し
て
課
税

さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
な
ど
の

宿
直
料
又
は
日
直
料
を
除
き
、
そ
の

支
給
の
基
因
と
な
っ
た
勤
務
一
回
に

つ
き
支
給
さ
れ
る
金
額
（
宿
直
等
の

勤
務
を
す
る
こ
と
に
よ
り
支
給
さ
れ

る
食
事
の
価
額
を
除
き
ま
す
。）
の

う
ち
四
、〇
〇
〇
円
（
宿
直
等
の
勤

務
を
す
る
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
食

事
が
あ
る
場
合
に
は
、
四
、〇
〇

〇
円
か
ら
そ
の
食
事
の
価
額
を
控
除

し
た
残
額
）
ま
で
の
部
分
は
課
税
さ

れ
ま
せ
ん
。

・
宿
直
又
は
日
直
の
た
め
に
雇
用
さ

れ
た
者
へ
の
支
給

・
宿
直
又
は
日
直
の
勤
務
を
そ
の
者

の
通
常
の
勤
務
時
間
内
の
勤
務
と

し
て
行
っ
た
者
に
支
給
さ
れ
る
宿

直
料
又
は
日
直
料

・
通
常
の
給
与
等
の
額
に
比
例
し
た

金
額
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
宿
直
料

又
は
日
直
料

４　

在
宅
勤
務
手
当

　

在
宅
勤
務
に
通
常
必
要
な
費
用
に

つ
い
て
、
そ
の
費
用
の
実
費
相
当
額

非
課
税
と
さ

れ
る
給
与

（表）通勤手当の非課税限度額
区　分 課税されない金額

①	交通機関又は有料道路を利用し
ている場合に支給する通勤手当

1カ月当たりの合理的
な運賃等の額（最高限
度額 150,000 円）

②	自転車・自
動車等の交
通用具を使
用している
場合に支給
する通勤手
当（通勤距
離（片道））

	 2㎞未満 （全額課税）

2㎞以上 10㎞未満 4,200 円

10㎞以上15㎞未満 7,100 円

15㎞以上25㎞未満 12,900 円

25㎞以上35㎞未満 18,700 円

35㎞以上45㎞未満 24,400 円

45㎞以上55㎞未満 28,000 円

55㎞以上 31,600 円

③	交通機関を利用している人に支
給する通勤用定期乗車券

1カ月当たりの合理的
な運賃等の額（最高限
度額 150,000 円）

④	交通機関又は有料道路を利用す
るほか、交通用具も使用してい
る人に支給する通勤手当や通勤
用定期乗車券

1カ月当たりの合理的
な運賃等の額と②の金
額との合計額（最高限
度額 150,000 円）



3─4月号

を
精
算
す
る
方
法
で
、
従
業
員
に
対

し
て
支
給
す
る
一
定
の
金
銭
に
つ
い

て
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
企
業
が
従
業
員
に
在
宅
勤

務
手
当
（
従
業
員
が
在
宅
勤
務
に
通

常
必
要
な
費
用
と
し
て
使
用
し
な
か

っ
た
場
合
で
も
、
そ
の
金
銭
を
企
業

に
返
還
す
る
必
要
が
な
い
も
の
（
例

え
ば
、
会
社
が
従
業
員
に
毎
月
五
、

〇
〇
〇
円
を
渡
切
り
で
支
給
す
る
も

の
））
を
支
給
し
た
場
合
は
、
給
与

と
し
て
課
税
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

５　
祝
金
等

　

結
婚
、
出
産
等
の
祝
金
品
は
、
そ

の
金
額
が
支
給
を
受
け
る
役
員
又
は

従
業
員
の
地
位
な
ど
に
照
ら
し
て
、

社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
れ
ば
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

６　
見
舞
金

　

葬
祭
料
、
香
典
、
災
害
等
の
見
舞

金
は
、
金
額
が
支
給
を
受
け
る
役
員

又
は
従
業
員
の
地
位
な
ど
に
照
ら

し
、
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
れ
ば
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
関
連
し
て
従
業
員
等
へ
支
給

す
る
見
舞
金
に
つ
い
て
も
、
前
記
と

同
様
の
取
扱
い
と
な
り
ま
す
が
、
こ

こ
で
の
社
会
通
念
上
相
当
と
は
、
①

そ
の
見
舞
金
の
支
給
額
が
、
使
用
人

等
ご
と
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
感
染
す
る
可
能
性
の
程
度
や

感
染
の
事
実
に
応
じ
た
金
額
と
な
っ

て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
慶
弔
規
程
等

に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
、
②
そ
の
見
舞
金
の
支
給
額

が
、
慶
弔
規
程
等
や
過
去
の
取
扱
い

に
照
ら
し
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
勘
案
し
て
判

断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

７　
死
亡
退
職
者
の
給
与
等

　

死
亡
し
た
者
に
係
る
給
与
や
退
職

金
で
、
そ
の
死
亡
後
に
支
給
期
の
到

来
す
る
も
の
の
う
ち
、
相
続
税
法
の

規
定
に
よ
り
相
続
税
の
課
税
価
格
計

算
の
基
礎
に
算
入
さ
れ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
所
得
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ

ん
。

８　
技
術
や
知
識
の
習
得
費
用

　

技
術
や
知
識
の
習
得
費
用
は
、
次

の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
し
て
お

り
、
そ
の
費
用
が
適
正
な
金
額
で
あ

れ
ば
、
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

⑴　

会
社
な
ど
の
仕
事
に
直
接
必
要

な
技
術
や
知
識
を
役
員
や
従
業
員

に
習
得
さ
せ
る
た
め
の
費
用
で
あ

る
こ
と

⑵　

会
社
な
ど
の
仕
事
に
直
接
必
要

な
免
許
や
資
格
を
役
員
や
従
業
員

に
取
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
会
や

講
習
会
な
ど
の
出
席
費
用
で
あ
る

こ
と

⑶　

会
社
な
ど
の
仕
事
に
直
接
必
要

な
分
野
の
講
義
を
役
員
や
従
業
員

に
大
学
な
ど
で
受
け
さ
せ
る
た
め

の
費
用
で
あ
る
こ
と

９　
海
外
渡
航
費

　

役
員
又
は
従
業
員
に
対
し
て
海
外

渡
航
の
た
め
に
支
給
す
る
旅
費
等

は
、非
課
税
と
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

そ
の
海
外
渡
航
中
に
観
光
が
含
ま
れ

る
場
合
に
は
、
観
光
に
係
る
費
用
の

部
分
を
按
分
し
て
非
課
税
対
象
か
ら

外
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

10　
社
宅
や
寮
費

　

従
業
員
に
社
宅
や
寮
な
ど
を
貸
与

す
る
場
合
に
は
、
一
カ
月
当
た
り
一

定
額
の
家
賃
（
賃
貸
料
相
当
額
）
以

上
を
受
け
取
っ
て
い
れ
ば
、
課
税
さ

れ
ま
せ
ん
。

　

賃
貸
料
相
当
額
と
は
、
次
の
⑴
〜

⑶
の
合
計
額
を
い
い
ま
す
。

⑴　
（
そ
の
年
度
の
建
物
の
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
額
）×
〇
・
二
％

⑵　

一
二
円
×
（
そ
の
建
物
の
総
床

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）
／
三
・
三

（
平
方
メ
ー
ト
ル
））

⑶　
（
そ
の
年
度
の
敷
地
の
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
額
）
×
〇
・

二
二
％

　

し
た
が
っ
て
、
従
業
員
に
無
償
で

貸
与
し
た
場
合
に
は
、
前
記
賃
貸
料

相
当
額
が
給
与
と
し
て
課
税
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
従
業
員
か
ら
賃
貸
料
相
当

額
よ
り
低
い
家
賃
を
受
け
取
っ
て
い

る
場
合
は
、
受
け
取
っ
て
い
る
家
賃

と
賃
貸
料
相
当
額
と
の
差
額
が
給
与

と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

受
け
取
っ
て
い
る
家
賃
が
賃
貸
料
相

当
額
の
五
〇
％
以
上
で
あ
れ
ば
、
受

け
取
っ
て
い
る
家
賃
と
賃
貸
料
相
当

額
と
の
差
額
は
、課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。



4 月号─4

　法人が建物を賃借するために支払った権
利金、立退料などの費用で支出の効果がそ
の支出の日以後1年以上に及ぶものは、繰
延資産となります。
　ただし、建物の賃借に際して不動産業者
などに支払った仲介手数料については、そ
の支払った日の属する事業年度の損金の額
に算入することができます。
　繰延資産となる権利金等の償却期間（1
年未満端数切捨）は次のとおりです。
⑴　建物の新築に際して支払った権利金等
で、その金額が建物の賃借部分の建設費
の大部分に相当し、かつ、その建物が存
続する期間中は賃借できる状況にあると
認められる場合…その建物の耐用年数の
10分の7に相当する年数

⑵　建物の賃借に際して支払った⑴以外の
権利金等で、契約や慣習などによって明

渡しに際して借家権として転売できるこ
とになっている場合…その建物の賃借後
の見積残存耐用年数の10分の7に相当
する年数
⑶　⑴及び⑵以外の権利金等の場合…5年
　　ただし、契約による賃借期間が5年未
満の場合で、契約の更新に際して再び権
利金等の支払を要することが明らかであ
るときは、その賃借期間となります。
　償却限度額は、繰延資産の額を償却期間
の月数で割ったものに、その事業年度の月
数を掛けて計算した金額となりますが、事
業年度の中途での支出の場合は、「その事
業年度の月数」は「支出の日から事業年度
末までの月数」となります。この場合、月
数は暦に従って計算し、1カ月に満たない
端数はこれを1カ月とします。
　なお、繰延資産の償却費を損金算入する
場合には、確定申告書に繰延資産の償却額
の計算に関する明細書を添付する必要があ
ります。

法人が建物を賃借するため
の権利金等

＜当事務所の業務内容＞
１．会　　計	 ⑴　会計システムのサポート（システム分析、記帳指導、TKC・JDL他 OA指導）
	 ⑵　財務・金融面の指導（資金繰り指導、金融機関の御紹介等）
２．税　　務	 ⑴　税務代理、税務申告書の作成、税務相談
	 ⑵　タックスプランニング、相続、贈与、事業承継設計
３．FP（ファイナンシャル・プランニング）業務（日本FP協会埼玉支部所属）
４．経営支援� ⑴　会社設立、各種規程（就業規則等）の作成
	 ⑵　管理会計指導（継続MAS）
５．提 携 先　弁護士（峰岸）、司法書士（森崎）、社会保険労務士（戸田）、土地家屋調査士（片岡）、
	 不動産鑑定士（鎌倉・岸田）、不動産会社、建設会社、保険会社は多数あり。

※　資格者	　税理士 4名（顧問含む）、社会保険労務士 2名、行政書士 1名、宅地建物取引士 2名、
税理士科目合格者 5名、不動産コンサルタント 1名、CFP 2 名、AFP 7 名、FP技能士
6名、生保資格者多数、損保資格者 2名、秘書資格者 2名

（
ス
タ
ッ
フ
）

第１監査班
　星野顧問

①財務支援 水落大介
（AFP）

―
　
飯島寿枝

（科目合格者・FP）
―
　
西脇久徳

　
―
　
牛山直子

　

②　 〃 　 廣井里美
（AFP）

―
　
鈴木千尋

　
―
　
篠崎理沙
（FP）

―
　
松本由紀

　

③　 〃 　 浜崎雄樹
（社会保険労務士）

―
　
辻　　綾
（FP）

―
　
高橋結衣
（FP）

第２監査班
柴崎コーチ

①経営支援 中村大祐
（科目合格者）

―
　
北村実喜
（科目合格者）

―
　
元橋曉潔
（AFP）

―
　

②　 〃 　 木村隆志
（科目合格者）

―
　
山田直緒子
（AFP）

―
　
會田将志

　
―
　

第３監査班
　神田顧問

①資産税　 大田　靖
（国税OB）

―
　
平野朋子
（AFP）

②　〃　　 月岡直樹
（税理士）

―
　
谷仲邦夫
（税理士）

―
　
石津　悟
（CFP・宅建）


